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５ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 
 

■基本方針 

○南海トラフ地震臨時情報の発表の有無に関わらず、従前から実施している突発地震の備え

を実施することを基本とし、さらなる被害の軽減を目指す観点で、南海トラフ地震臨時情

報を有効に活用することが重要である。 

○南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応を、市、県、防災関係機関等が地域の実

情に応じてあらかじめ検討し、連携協力して防災対応がとれる体制を確保する。 

 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

１．南海トラフ地震臨時情報（調

査中）が発表された場合の対応 

市、県、防災関

係機関 

 

情報収集・連絡体制の整備 

２．南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震警戒）が発表された場合

の対応 

市、県、防災関

係機関 

情報収集・連絡体制の整備 

住民への周知・呼びかけ 

避難対策等 

３．南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震注意）が発表された場合

の対応 

市、県、防災関

係機関 

情報収集・連絡体制の整備 

住民への周知・呼びかけ 

 

 

１． 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合の対応             

  

１ 情報収集・連絡体制の整備 

県（防災安全局、関係局）は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、

愛知県災害対策実施要綱に定めるところにより県災害対策本部（第２非常配備（準備体

制））を設置する。また、市及び防災関係機関は、あらかじめ定められた必要な体制をと

る。 

 

２． 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合の対応     

 

１ 情報収集・連絡体制の整備 

県（防災安全局、関係局）は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の内容その他

これらに関連する情報（以下「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等」という。）が

発表された場合は、愛知県災害対策実施要綱に定めるところにより県災害対策本部（第２

非常配備（警戒体制））を設置し、必要に応じてその体制を拡張した体制をとる。また、市
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及び防災関係機関は、あらかじめ定められた必要な体制をとる。 

 

２ 後発地震に対して警戒・注意する体制を確保するべき期間 

市及び県（防災安全局、関係局）は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界に

おけるＭ8.0 以上の地震の発生から１週間、後発地震（規模は最大クラス（Ｍ9）を想定）

に対して、警戒する体制を確保する。また、当該期間の経過後１週間、後発地震に対して

注意する体制を確保する。 

 

３ 住民への周知・呼びかけ 

市及び県（防災安全局、関係局）は、放送事業者等と連携し、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）等の内容、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情

報など地域住民等に密接に関係がある事項について周知する。また、国からの指示に基づ

き地域住民等に対して避難の継続（事前避難）等のあらかじめ定められた措置、及び家具

の固定、最寄りの避難所・避難場所の確認、家族との安否確認手段の取決め、家庭におけ

る備蓄の確認など、日頃からの地震への備えの再確認、及び、すぐに逃げられる態勢の維

持や非常持出品の常時携帯などの特別な備え等の防災対応をとる旨を呼びかける。（参考：

２「災害予防計画」第 16 章 「防災訓練及び防災意識の向上」第２節「防災のための意識

啓発・広報」及び３「災害応急対策計画」第２編第３章「災害情報の収集・伝達・広報」

第３節「広報」） 

 

４ 避難対策等                              

(1) 地域住民等の避難行動等 

   市は、「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」（令和元

年 5 月内閣府作成）及び「南海トラフ地震臨時情報発表時における防災対応の内「巨大地

震警戒時の事前避難」の検討手引き」（令和 2 年 3 月県作成）などに基づき、事前避難対

象地域（住民事前避難対象地域、高齢者等事前避難対象地域）について検討・設定し、国

からの指示が発せられた場合には、当該地域について、避難指示等により事前の避難を促

す。 

市及び県（防災安全局、関係局）は、高齢者等事前避難対象地域内の要配慮等及び住民

事前避難対象地域内の地域住民等に対し、避難場所、避難路、避難方法及び家族との連絡

方法等を平常時から確認して国からの指示が発せられた場合の備えに万全を期するよう

努める旨を周知する。また、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震貴警戒）等が発表された

場合において、高齢者等事前避難対象地域内の地域住民等（要配慮者等除く。）及び事前

避難対象地域外の地域住民等に対し、日頃からの地震への備えの再確認、及び、すぐに逃

げられる態勢の維持や非常持出品の常時携帯などの特別な備え等防災対応をとる旨を呼

びかける。 

 

（2）事前避難における避難所の運営 

事前避難の際は、知人宅や親類宅等への避難を促すことを基本とするが、それが難しい

住民に対しては、市において避難所の確保を行う。また、事前避難においては、被災後の
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避難ではないため、必要なものは避難者各自で準備することについて、住民に理解を得る

ことなどが必要である。（３「災害応急対策計画」第２編第 10 章「避難所・要配慮者支

援・帰宅困難者対策」第１節「避難所の開設・運営」及び「南海トラフ地震臨時情報発表

時における防災対応の内『巨大地震警戒時の事前避難』の検討手引き」参照。） 

 

５ 警備対策                                

県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、犯

罪及び混乱の防止等に関して、次の事項を重点として、措置をとる。 

（1）正確な情報の収集及び伝達 

（2) 不法事案等の予防及び取締り 

（3) 地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導 

 

６  水道、電気、ガス、通信、放送関係                    

（1) 水道 

水道事業者等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の措

置をあらかじめ定め、後発地震に備えて必要な飲料水を供給する体制を確保する。 

（2）電気 

電力事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の措置

をあらかじめ定め、後発地震に備えて必要な電力を供給する体制を確保する。 

（3）ガス 

   ガス事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の措置

をあらかじめ定め、後発地震に備えて必要なガスを供給する体制を確保するものとする。 

（4）通信 

通信事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の措置

をあらかじめ定め、後発地震に備えて必要な体制を確保する。 

（5）放送 

放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の措置

をあらかじめ定め、後発地震に備えて必要な体制を確保する。 

 

７ 交通 

（1）道路 

ア 県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の運転者の

とるべき行動の要領について、地域住民等に周知する。 

イ 県（関係局）は道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

等が発表された場合の交通対策等の情報について、道路情報板等により道路利用者へ情

報提供する。 

（2）鉄道 

ア 鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合は安全

性に留意しつつ、運行するために必要な対応を行う。 

イ 鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表される前の段階か
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ら、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の運行規制等の情

報について、情報提供に努める。 

８ 滞留旅客等に対する措置                               

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における滞留旅客等

の保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策を定める。県においては、市が実施

する対策等の結果生じる滞留旅客等に対する具体的な避難誘導、保護並びに食料等のあっせ

ん、市が実施する活動との連携体制等、必要な措置を行う。 

 

３． 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合の対応     

   

１ 情報収集・連絡体制の整備 

県（防災安全局、関係局）は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容その他

これらに関連する情報（以下「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等」という。）が

発表された場合は、愛知県災害対策実施要綱に定めるところにより県災害対策本部（第２

非常配備（準備強化体制））を設置する。また、市及び防災関係機関は、あらかじめ定めら

れた必要な体制をとる。 

 

２ 後発地震に対して注意する体制を確保するべき期間 

市及び県（防災安全局、関係局）は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界に

おいてＭ7.0 以上Ｍ8.0 未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側 50km 程度

までの範囲でＭ7.0 以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地

震は除く。）が発生するケースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート

境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界面で通常

と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が

経過するまでの期間、後発地震に対して注意する体制を確保する。 

 

３ 住民への周知・呼びかけ 

市及び県（防災安全局、関係局）は、放送事業者等と連携し、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震注意）等の内容、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情

報など地域住民に密接に関係ある事項について周知する。また、地域住民等に対し、家具

の固定、最寄りの避難所・避難場所の確認、家族との安否確認手段の取決め、家庭におけ

る備蓄の確認など、日頃からの地震への備えの再確認、及び、すぐに逃げられる態勢の維

持や非常持出品の常時携帯などの特別な備え等防災対応をとる旨を呼びかける。（参考：

２「災害予防計画」第 16 章 「防災訓練及び防災意識の向上」第２節「防災のための意識

啓発・広報」及び３「災害応急対策計画」第２編第３章「災害情報の収集・伝達・広報」

第３節「広報」） 

 

（参考 南海トラフ地震に関連する情報） 

○南海トラフ地震に関連する情報は、「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地震関連解

説情報」の情報名称で発表される。  
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○「南海トラフ地震臨時情報」には、情報の受け手が防災対応をイメージし、適切に実施でき

るよう、防災対応等を示すキーワードが情報名に付記される。  

○「南海トラフ地震関連解説情報」では、「南海トラフ地震臨時情報」発表後の地震活動や地殻

変動の状況等が発表される。また、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会

合における評価結果もこの情報で発表される。 

 

「南海トラフ地震に関連する情報」の名称及び発表条件 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地

震臨時情報 

○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模

な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、又は調査を継続している場合

○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震 

関連解説情報 

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場

合 

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を

発表する場合（ただし、南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く） 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南
海トラフ地震関連解説情報で発表する場合がある。 

 

「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等

から 5～30

分後 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する

評価検討会」を開催する場合 

○監視領域内※１でマグニチュード 6.8 以上※２の地震※３が発生 

○１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測

点でもそれに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域

内のプレート境界で通常と異なるゆっくりすべりが発生してい

る可能性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連

性の検討が必要と認められる変化を観測 

○その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す

可能性のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性

の検討が必要と認められる現象を観測 

地震発生等

から最短で

２時間後 
巨大地震警戒 

○想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュ

ード※４8.0 以上の地震が発生したと評価した場合 

 

 

巨大地震注意 

○監視領域内※１において、モーメントマグニチュード※４7.0 以上

の地震※３が発生したと評価した場合（巨大地震警戒に該当する

場合は除く） 

○想定震源域内のプレート境界において、通常と異なるゆっくり

すべりが発生したと評価した場合 
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調査終了 
○（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらな

い現象と評価した場合 

※１ 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲 

※２ モーメントマグニチュード7.0の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定誤差を見込み、

地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードで M6.8 以上の地震から調査を開始する 

※３ 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く 

※４ 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算したマグニチュ

ード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対しても、その規模を

正しく表せる特徴を持っている。ただし、モーメントマグニチュードを求めるには詳細な解析が必要で、

その値が得られるまで若干時間を要する。そのため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地

震情報には、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いている 

 

 

 

 

※大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災強化計画として定める「地震防災応急対策に

係る措置に関する事項」は、別紙「東海地震に関する事前対策」のとおり。 

◆別紙「東海地震に関する事前対策」 
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